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1.　はじめに

日本体育大学の歴史を紐解くことは近代日本の体育
及びスポーツの歴史を語ることに等しいと言われる。
それは明治 24（1891）年に本学の経営母体である学校
法人日本体育大学が「体育会」の名称を以て産声を上
げ，国民体育及び学校体育の奨励・促進に大きく与っ
てきたことによる。日高藤吉郎（1857～ 1932年）と
いう時代の寵児が，近代国民国家建設のために，民間
の立場から民間による職業軍人の養成，国民の健康と
体力の向上及び国防意識の鼓舞に取り組む組織を構想
し，下士官養成機関としての「文武講習館」の開校
（1885年），「体育会」の開設（1891年），社会教育組織

として「通俗教育会」の結成（1900年）をそれぞれ成
し遂げてきた。つまり日高が構想した「体育会」（翌
年，日本体育会と改称，以下，日本体育会と表記）は
ナショナリズムの高揚を背景に，国民体育を奨励・振
興するための組織の必要性が痛感され，開設されたも
のであるとみなさねばなるまい。言うまでもなく日本
の「近代」は明治期に始まり，その近代とは「ヨーロッ
パ近代」を受け容れた時代のことを言う。そのため，
この時期の日本における「近代化」とは「西欧化」（「欧
米化」）を指しており，日高が創設した「体育会」も当
然，身体訓練の「西洋化」を意図して構想された組織
であると解されよう。しかし，従前の研究では日高の
人物像や日本体育会創設に関する詳細な検討は加えら
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れてきたものの 1)，創設者日高がモデルとした組織が，
欧米のどの国のどのような組織であったのについて詳
らかにされてこなかったと言わねばならない 2)。
一方，この日本体育会は兵式教練の学校であると世
間から捉えられていたこと 3)，また日高が陸軍出身者
であったことから，フランス陸軍の影響を受けた軍隊
のための学校であるとみなされることもあった。しか
し，日高の体育に関する思想を眺めたときには，いわ
ゆる「軍隊学校」であると断じることはできない。日
本体育会を創設するにあたって範とした国の体育事情
について詳しく触れることはなかったとはいえ，どこ
の国の体育にも影響を受けず，日高の独創的な考えの
もとで近代的な体育組織が結成されたと断言すること
もできないのである。
そこで本稿では，日高自身がドイツ語に堪能であっ
たことやドイツの体操に関する論稿が多いことなどに
着目し，「体育会」の創設を構想する際に当時のドイツ
の体育事情が大いに参考にされたのではないかと推察
し，日高が「日本体育会」を設立するにあたって具体
的にどのような体育論を基盤としていたのか，検討を
加えようというものである。

2.　明治期におけるドイツ体育の受容
―日高によるドイツ体育受容の史的背景―

幕末から明治維新にかけて西洋の身体訓練の基本形
式が紹介された。高野長英・岡研介共訳の『蘭説養生
録』（文化 10（1810）年頃）の中で「運動論」として紹
介されたのが最初である 4)。これは西洋伝来の公衆衛
生学の最初の紹介書であるとみなすことができるが，
この幕末の時期において最も大きな影響を与えたのが
文久 3（1863）年に杉田玄端（1818～ 1889）によって
訳述された『健全学』である。これはイギリス人医師
のロベルト・ゼームス・メン（Mann Robert James; 
1817–1886）によって 1850年に刊行された『ゲソンド
ヘイドレール』（原書表記不明）であるが，ここでは運
動の効用論が詳細に説かれていた 5)。
また，慶応 3（1867）年に久我俊斎がオランダのペ
ルシルレ（Persille）によるものとされている『三兵養
生論』を訳述している。しかし，運動の効用論につい
ては『健全学』に比して詳述されているわけではな
い 6)。これに対して慶応 3（1867）年に辻恕介によって
抄訳された『扶氏長生法』は「運動編」の中で「運動
の注意」を掲げて「ギムナスチーキ」に関して論じて
いる点で注目される。原書はドイツ人フーフェランド
（Hufeland C.D; 1762–1836）が 1796年に刊行した
“Kunst, das menschliche Leben zu verlaegern”である
が，抄訳は英訳本を原本として試みられている。この
ように，西洋における身体訓練の基本方式は健康科学

や公衆衛生学の方面から次々と紹介され，その発信源
は主としてドイツにあったと言えるだろう。
一方，明治期を迎えてから新政府は富国強兵主義を
軸に西欧に倣った国民国家建設に向かい，兵制ではオ
ランダ・フランス・ドイツ式が次々と採用され，学制
ではオランダ・フランス・アメリカ・ドイツ等の教育
制度が範とされた 7)。これを体育に関連付けて眺めて
みると，前者は運動教材としての兵式体操と後者は運
動教材としての体操とにそれぞれ関連することが解
る。前者の兵式体操は明治 19（1886）年，森有礼に
よって発せられた「学校令」をもって教材化されたも
のであるが，これは陸軍の「体操教範」に基づいてい
る。この体操教範は明治 6（1875）年にフランスの軽
歩兵大尉エシュマン（A. Esheman）が出版するよう建
議し，翌 7（1874）年 1月に刊行されている。これに
あわせて我々が『体操書』8)の邦訳を通して知ることの
できるフランスの歩兵軍曹のジュクロ（Ducros F. J）を
招聘して陸軍の体操は急速に進展していったと言われ
ている 9)。他方，後者は学校体操として理解され，そ
の中心は日本の近代体育の礎を築いた「体操伝習所」
（明治 11（1878）年 11月開設）から発信された体操で
ある。この体操はアメリカのアマースト大学医学部卒
業生であるリーランド（G. A. Leland; 1850–1924）が
日本に紹介した“Normal gymnastics”を「普通体操」
と邦訳し，紹介したものである 10)。この普通体操は明
治期の学校体操の中心的運動教材として機能してい
る。このように，明治期の学校体操はフランス方式の
兵式体操とアメリカの普通体操とによって構成されて
いたとみなければならない。
しかし視点を変えると，ドイツ方式の体育制度が明
治期の学校体育に少なからず影響を及ぼしていたと言
うことも可能である。明治 6（1873）年の学制の施行
に伴い今日で言う「体育科教育」は「体術」と表記さ
れ，西洋風の最初の運動教材が提示された。教師に
とって体育の何んたるかを理解できなかった時代で
あったことから，教師用参考図書として一枚の大きな
紙に体操運動の絵が順番に図示された。本参考図書は
訳出されたもので「榭中体操法図」と呼ばれ，ドイツ人
医師シュレーバー（Daniel Paul Schrever; 1808–1861）
によって著わされた『医療的室内体操』（Arztliche
Zimmer-Gymnastik, 1855）の巻末の付図を翻刻したも
のである 11)。さらに，ドイツ出身のお雇い外国人の影
響も看過できない。ドイツ人医師のエルビン・ベルツ
（Erwin Baelz; 1849–1913）がそうである。彼は，明治
20（1887）年に文部省内に設置された学校衛生顧問会
議において，その後の明治期学校体操の方向性を示す
大きな役割を果たしたとも言われている。構成員とし
てベルツは体育に関する枢要な影響力を発揮していた
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のである 12)。その彼がまた，日高によって創設された
日本体育会においても「体育」と題する演説を行ってい
る点についてさらに注目しておきたい 13)。このことは，
日高の関心がフランスの軍事教練だけに留まらなかっ
たことを窺い知る貴重な機会であったからである。
このようなことから，明治期において新政府は欧米
の近代的な制度・文化を受容（吸収）しながら，さら
に展開を図っていったことが解されるが，その中でも
体育の分野においてドイツ体育は，少なからぬ影響を
与えているということができよう。次に取り上げるよ
うに，日高藤吉郎が日本体育会を創設した明治 24
（1891）年当時，その時のドイツの体育事情に関して興
味を抱き，積極的に関連する知識（情報）の蒐集（吸
収）を思い立ったとしても何ら不思議なことではない
のである。

3.　日高藤吉郎の体育論にみるドイツ体育

1）日高の経歴にみるドイツ体育との接点
日高と同時代を共有した真行寺朗生と吉原藤助は昭
和 3（1928）年に『近代日本体育史』を著わし，日本体
育会の創立と創設者について次のように記している 14)。

明治 24年 8月，日高藤吉郎氏等の奔走によって日
本體育會が創立せられた。この會の成立に關して專
ら拮据經營の任に當つた日高氏は，陸軍の出身者で
主として體育を軍事的方面より鼓吸した。ために創
立當時の日本體育會は，著しく佛國の兵事教育に類
して居つた。從つて一部の人々から『體育會は軍隊
教育の豫備をなす所だ』などと誤解されたことなど
もある。けれども本會の主旨は，軍事のそれではな
くて國民體育の振興てふことが，其の主要なる眼目
であつた。

この引用から明らかなように，日高の創立による日
本体育会は彼の出自からフランスの軍事教練の影響を
受けているとみなされてきたところであるが，しかし
国民体育の振興を目指しているその意図から軍事教練
だけが念頭にあったとは言い難い。日高による日本体
育会創立の精神は「体育富強之基」にあり，近代産業
に従事しうる強健な身体の育成を目指していたのであ
る。フランス式の軍事教練だけではなく，その他の身
体訓練の基本形式をも模索しており，それは日高が陸
軍退役後にドイツ語学校の門を叩いていることから推
すことができよう。日高が創設した文武講習会（後の
成城学校，現成城高等学校）に伝わる履歴書はそのこ
とを教えてくれていよう 15)。なお，日高直筆の履歴書
は 2通残されているが，ここでは後に記された履歴書
を引いておくことにしたい。

履 歴 書
東京市牛込區市ヶ谷柳町二十五番地平民

勲七等　日高藤吉郎
安政四年一月一日生

一　明治七年 臺湾征討之際壮兵トシテ東
京鎭臺歩兵第聨隊，入隊

一　同　八年 臺湾平定ニ付壮兵除隊被申
付

一　明治九年　一月十一日 教導圑歩兵第一大隊，入隊
一　同　　年　六月十四日 二等生徒申付
一　同　十年　四月　五日 教導圑學術卒業候
一　同　　年　四月　九日 任陸軍伍長東京鎭臺附被申

付
一　同　　年　四月　十日 神戸表ヘ出張被申付
一　明治十年　九月十九日 賊徒平定ニ付凱旋歸京被申

付
一　同十一年十二月廿九日 鹿児島賊徒征討ノ際盡力其

功不少候ニ付勲七等ニ叙シ
年金四拾六円下賜

一　同十二年　七月十二日 任陸軍歩兵軍曹
一　同十五年　九月廿五日 一等給下賜
一　同十七年　三月　七日 精勤證書下賜
一　同　　年　三月 射撃優等徽章ヲ受ク
一　同　　年十二月 獨逸學協會學校変則科，入

學修業中同変則科廃止ニ付
更ニ科外トシテ三年間修業

一　同十七年十一月 文武講習館設立後チ成城學
校ト改ム

一　同十九年ヨリ
　　同廿二年マテ

専修學校科外生トシテ三年
間法律學修業

一　同廿四年　八月十一日 日本體育會設立
右之通リ

成城學校設立者
日高藤吉郎　印

日高が日本体育会を創設しようとした時代はドイツ
の医学が本邦の医学の中軸をなし，ドイツ由来の体操
の運動はもとより，アメリカから伝えられた体操の運
動も医学的合理性が求められていた。日本の学校体育
の父 16)と称されたリーランドは母校アメリカのア
マースト大学の医学部で学んだ医師であり，彼が日本
に持ち込んだ普通体操はダイオルイス（Daio Luis;生
没年不詳）の提唱する体操で，ドイツ体操の影響を強
く受けている 17)。このようにその当時の日本の体育界
は体操の運動に西洋の医学的合理性を求め，なかでも
最も発達しているドイツの医学に裏打ちされているで
あろう体操理論に日高が注目したことは看過できま
い。加えて，日高は当時ドイツ語学校，すなわち「独
逸学協会学校」（現獨協大学）にも通っており，ドイツ
の体操理論を修得するには充分な能力（語学力）を有
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していたとも言えよう。彼は明治 17（1884）年 12月
から 3ケ年余に渡って「ドイツ学」を学んだことによっ
て，ドイツの体育に関する様々な理論を直接吸収する
ことができたのではないだろうか。さらに，組織論に
ついてもおそらく専修学校で学んだことが考えられ
る。当該の専修学校（現専修大学）においてドイツの
法律を学んだか否かについては確認できないが，この
学校が法律学校として開校していることや欽定憲法が
プロイセンのものを範としていることなどから，日高
はここでドイツの組織論に関して，その語学力（ドイ
ツ語力）を活かして学修に取り組んだと推すことがで
きよう。

2）日高の論稿にみるドイツ体育論
日高の体育論に関する研究はこれまで十分になされ
ることはなく 18)，日高がドイツの体育理論の影響を受
けたとする検討結果が示されることもなかった。そこ
で，本稿で「日本体育会」という組織を結成するため
の理論としてドイツの体育理論を取り上げていること
から，以下において日高による日本体育会の設立時を
前後する時期に限定して彼の体育論を検討することに
したい。そもそも日高の体育に関する論述は少ない上，
さらに時期を限定すると，成城学校の有文会機関誌
（『有文会誌』）に掲載されている以下の 4編を数えるに
過ぎない。
1. 体育会設立ノ要旨，第 14号，明治 14年 12月，

pp. 48–49
2. 器械体操効験ノ綱要，第 15号，明治 15年 1月，

pp. 55–58
3. 体操論（第一・第二・第三），第 29号，明治 26年

3月，pp. 43–48
4. 体操論（第四），第 31号，明治 26年 5月，pp. 46–

47
上記の 4編は日高が抱いた体育奨励のための見解を
証している史資料であるが，この他にも成城学校の生
徒を対象にした論稿（「学生ノ心得」）は注目に値する。
なぜなら，その心得の中で「体操科ニ関スルコト」19)を
取り上げ，「学校における体操科の必要性」「体操運動
の効用」「国民体育」論を日高が詳細にわたって展開し
ているからである。
①学校における体操科の必要性
「学生ノ心得」の中で示された「体操ニ関スルコト」
から日高の体操科に関する考え方が見えてくる。この
考えは後に「日本体育会体操練習所」を開設する根拠
になっているものである。彼は「体操科ト稱スルハ操
練，器械体操，銃槍術仕合等ヲ謂フナリ」とした上で，
「体操科ヲ設ケ一學学科トシテ敎授スル所以」につい
て，次のように個人の健康に注目した。すなわち「凡

ソ人ハ身躰健康ナラサレハ心志剛強ナル能ハザレハ事
ニ耐ル能ハズシテ其成功ヲ得ル能ハス而シテ身躰ノ健
康ナルヲ欲セハ身躰ヲシテ運動セシムルニ如クモノナ
シ是レ人身窮理家ノ研究ト世人一般ノ實驗トニ因リテ
明白ナリ」として，個人の健康を図るには身体を運動
させる必要があることを学問の上から説いている。次
いで，この理論を根拠に「故ニ國家ノ富盛ナラシメン
コトヲ欲セハ先ツ國民ノ健康ナランコトヲ謀ラサル可
カラス特ニ學生ニ在ツテハ日々講堂ニ在リ勞働少クシ
テ心氣勞シ腦力ヲ用フルコト多ケレハ体操ノ科ニ依リ
以テ身躰ヲ養ハサル可カラサルナリ」と述べ，「体操
科」を通して国民一人ひとりの身体を健康にした上で
国家が富国の目的の下，国民の身体を絡め取る考えを
示している。さらにこの考えは，強兵の国家を建設す
る上でも示される。「一ニハ軍人缺ク可ラザルノ技藝ヲ
演習スルナリ蓋シ學生ハ將來假令ヒ軍人ノ職ヲ奉セサ
ルニモセヨ今ヤ擧國皆兵ノ制ナレハ其公務ハ免ル可ラ
ス不幸ニシテ國家一朝兵を用フルノ事アラハ官民共ニ
軍役ニ從事セサル可ラサルハ論ヲ待タサル所ナリ況ン
ヤ學生ニアリテハ將來朝野ノ要職ニ當ル者ナリ即チ一
朝國民軍ヲ用ヒサル可カラスサル時ニ至ラハ其ノ將校
等ニ撰擧セラルヽ者ナルニ於テオヤ」と語り，学生は
特に軍人として国民の義務を遂行しなければならず，
その職業に必要な技術の修得に努めねばならないと説
き，学生の身体は，こうして体操科を通じ「軍人の身
体」として国家に取り込まれていくことになるのであ
る。
②体操運動の効用
さらに日高は，「器械体操効験ノ綱要」の論考を通し
て体操運動が人体の健康に及ぼす好影響についても
語っている。この論考のタイトルから，「器械体操」に
限定した運動の「効験」について論じているようにみ
えるが，実際にはその運動を体操運動一般にまで広げ，
その生理学的・解剖学的効用について論じていること
に注目したい。
まず，日高は「器械体操」について「第一 血活潑ナ
ル鋭氣ト，勇敢ナル精神トヲ養成ス」「第二 身体ヲ敏
捷ニス」「第三 身体ヲ強壯ニス」の 3つの「効験」を
掲げ，最初に掲げた第一の「効験」を次のように勇敢
なる身体の形成にあるとした 20)。

器械体操ハ，漸次ニ近易ナル技術ヨリ高等ナル技
術ニ及フ者ニシテ，自然險冒シ危ヲ凌キ毫モ恐怖セ
ザル習慣ヲ爲スベシ。〈中略〉是レ習慣以テ遂ニ体氣
ヲ誘導シ，勇敢剛毅ノ心志ヲ養ヘバナリ

この第一の「効験」に対し，第三の「身体ヲ強壯ニ
ス」の「効験」は，「身体ノ強壯ハ，体中各部系統作用
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ノ適良ニ因ル者ナリ。而シテ之レカ適良ノ作用ヲ計リ，
血行強盛ノ利ヲ得ムトセバ，運動ヲ爲スニ如ク莫シ」
とし，さらに具体的に「筋肉」「血行」「呼吸」「皮膚」
「栄養」「神経」に対しても体操運動は「効験」がある
と語っている 21)。それでは日高は，係る医学的見地か
らの運動の効用についてどのようにしてその知見を入
手したのであろうか。ドイツ語を学修していた日高に
あって，ドイツの専門文献から蒐集されたことが推察
される。しかし，実際には日高が信頼していたとされ
る人物の体育論を基に運動の効用論が展開されてい
た。その人物とは大谷清であり，その体育論とは彼が
『有文会誌』に寄せた論考「体育要旨」である 22)。
大谷はその「体育要旨」の冒頭，「躰育トハ，躰力發
成ノ學ニシテ，敎育學ノ一部ニ属ス」とした上で 23)，
「躰育ノ要旨ヲ槪言セハ乖戻セサル所ノ力技ナリ。又衛
生運動ナリ。」とも示している 24)。そして「体操ノ種
類」として「普通体操」（徒手演習・器具演習）25)と
「兵式体操」（柔軟体操・器械体操）26)とを掲げ，その
実施方法について論じ，最後に「体操ノ効験」を取り
上げている。大谷は「体操の効験」について，「躰育普
通ノ効驗ハ運動ノ何タルヲ論ゼズ，多少身体中ノ各部
系統作用ヲ興奮スルヲ常トス。殊ニ躰操ハ預メ此ノ趣
旨ニ適合セシメ躰發育ノ源泉ヲ開發スル者ナルガ，故
ニ此ノ種ノ効驗ヲ名ケテ躰操ノ効驗ト云フ」と示した
上で，「近世學士ノ説ニ依ルニ，躰發育ニ要スル系統作
用ヲ六ニ分テリ即チ筋肉，血行，呼吸，皮膚，榮養，
神經，是ナリ」とし，その説の概略を提示している 27)。
この概略に則ってさらにその詳細を示したのが，日
高の論考であったと言う 28)。このようにみてくると，
日高の運動の効用論は西洋近代医学を基礎とした体育
論に依拠したものであったことが解る。日高が大谷の
論文だけでなく，軍医の長谷川春朗の論考 29)を『有文
会誌』に掲載したこともその事情を物語っている。
③「国民体育」論
日高の国民体育論の披瀝は彼の手になる「日本体育
会設立ノ要旨」にみることができるが，この要旨につ
いては次項にて取り上げるので，ここでは彼が明治 26
（1893）年 3月刊行の『有文会誌』に寄稿した「体操
論」を取り上げ，論ずることにしたい。日高が提唱し
ていた国民体育論の概要は次の引用の中に示されてい
る 30)。

夫レ身躰健康ナラザレバ心志剛強ナル能ハス心志
剛強ナラザレバ事ニ堪ヘ業ヲ遂ルヲ得ズ而シテ身躰
ノ健康ヲ養成スルハ運動ヨリ善キハ莫シ是レ人身窮
理家ノ定論ニシテ宇内各国ノ是認スル所ナリ故ニ大
事ヲ成シ鴻業ヲ遂ケント欲セバ先ヅ身躰運動シテ以
テ其ノ健全獨立ヲ圖ラザル可カラズ是ヲ以テ方今萬

國ノ教育ハ皆其首ニ居ケリ蓋シ苟クモ知能運輸ノ淵
源タル体格ノ完全ヲ失ヘバ或ハ士官シ或ハ勤学シ或
ハ農工商業ニ従事スルモ皆其ノ業ヲ全クスルヲ得ザ
レバナリ
殊ニ全國人民ハ齢十七歳ニ達スル以上ハ総テ國民
軍ニ編入セラレ護國ノ義務ヲ負フ者ナリ即チ國家緩
急ノ時ニ際シ身ヲ挺テ王愾ニ敵シ國彊ヲ守備セザル
可カラズ是ヲ以テ凡ソ國民普通ノ運動ハ戦術ノ変遷
ニ従ヒ其方法ヲ異ニセザルヲ得ズ是レ今日ニ於テ躰
操術ノ必要ナル所以ナリ故ニ此躰操術ハ一ハ自己身
躰ノ健康ノ為メ一ハ國家ニ尽スル義務ノ為メ國民擧
ツテ励マサル可カラザルナリ殊ニ読書研究等ニ専ラ
ナル學生ノ日々室内ニ在リテ労働少ク心氣ヲ勞シ脳
力ヲ費ス多キ者ハ一層之ヲ修セザル可カラズ況ンヤ
今日此等ノ學生ハ他日朝野ノ要地ニ当リ一朝國國民
軍をモチイラルヽ者ナルニ於テヲヤ

上記の日高の国民体育に関する考え方は，明治 24
（1891）年 12月に同じ『有文会誌』に投稿した彼の手
になる「体育会設立ノ要旨」を写し取ったものである。
身体が健康でなければ強い志をもって事にあたりそれ
を成就することができないので，如何なる職業に就こ
うとも，身体を運動させて健全な身体を形成する必要
がある，とすることを前提に論じている。しかし，そ
の本来の体育奨励のねらいは，「いざ鎌倉」に備えて，
軍事に堪える身体を形成することに置かれていると言
わねばなるまい。身体を運動するための術としての体
操術は一つには自己の身体の健康のためであり，一つ
には国家に奉公しうる身体（国民軍の一員たる身体）
の強壮のためである，との考えが，上掲引用の中に含
まれているからである。ここに新時代の人びとの身体
の国民化にあたって体操術に期待した日高の見解（す
なわち「国民体育」論）をみることができると指摘し
ておきたい。

4.　日本体育会の設立趣意書とその組織にみる
ドイツの体育論

1）日本体育会設立の趣意書にみる近代体育の理念
明治新政府は近代国民国家建設のための課題の一つ
に「国防」を置き，近代的な国民軍を編成した。その
ために「徴兵制」を敷き，国民皆兵を制度上で保障し
た。白兵戦に備えて強兵づくりが課題となり，その課
題を達成するためには兵士の身体を強健・強壮に保っ
ておく必要があったと言う。徴用の期間だけではなく，
徴用されるまでに強壮な身体づくりをしておくことが
求められ，日高は国民皆兵を睨んだ，国民一般の軍事
予備教育としての体育の必要性を説いていったのであ
る。日高藤吉郎の名の下で披露した「体育会設立ノ要
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旨」には国民一般に体育の必要性を論じることに主眼
が置かれ，軍事予備教育に直結するという論法では体
育の問題が取り上げられている訳ではない。ここでは
体育は健康の増進の有力なる手段であるという観点か
ら意見が開陳され，軍事予備教育の第一義的な手段と
して説かれることはなかったのである。日高の体育に
関する理論と体育の必要性とが凝縮して盛り込まれて
いる「日本体育会設立ノ要旨」を次に掲げておきたい 31)。

［日本体育会設立ノ要旨］
夫レ身体健康ナラザレハ，心志剛強ナル能ハズ。
心志剛強ナラザレハ，事ニ堪ヘ業ヲ遂クルコト能ハ
ズ。而シテ身体ノ健康ヲ欲セハ，身体ヲ運動スルヨ
リ善キハ莫シ。是レ人身窮理家ノ定論ニシテ，今ヤ
世人一般ノ恒言スル所ナリ。故ニ大事ヲ成シ大業ヲ
遂ケムトスルヤ，先ツ身体ノ確立ヲ計ラズンバアル
可カラズ。即チ方今宇内萬國ノ敎ヲ設クル，其ノ至
大至要ナル者三アリ。而シテ体育，其ノ首ニ居ル所
以ナリ。
抑モ体育ハ，之レヲ家ヲ造ルニ譬フレハ，猶ホ基
礎ノゴトシ。凡ソ人ノ家屋ヲ造ル者先ズ其ノ基礎ヲ
堅牢ナラシメザル可カラス。然ラズンハ，僅々ノ歳
月ニシテ，左傾右側，殆ト將ニ顛覆ニ至ラムトス。
且ツ一旦風雨ノ變アル，將タ何ニヲ以テ之レヲ支ヘ
ム。然ルニ世ノ家屋ヲ造ル者，能ク此ノ基礎ノ鞏固
ヲ圖リテ之レヲ爲ス者蓋シ尠シ。世人ノ体育ニ於ケ
ルモ亦然リト爲ス。今ヤ人民ノ或ハ官ニ奉スル者。
或ハ學術を専修スル者。其ノ他商ト工トニ從事スル
者。又一朝國民兵ノ擧ニ遭遇スル者。身体健康ナラ
ザレハ，能ク其ノ業務ヲ終フルコト能ハス。特ニ學
生ニ在リテハ，日々學術ニ從事シ，踞坐靜安ヲ主ト
シ，回旋ノ動作少ナクシテ，心腦ヲ役スルコト多シ。
猶ホ尚ホ一層，体育ヲ重ンシ身体ノ強壯ヲ謀ラサル
可カラサルナリ。
体育ノ必要ハ，人々既ニ能ク之レヲ知レリ。而シ
テ能ク之レヲ践行スル者幾ト稀ナリ是レ余カ輩ﾉ竊
ニ慨歎スル所ナリ。顧フニ其ノ然ル所以ノ者ハ，他
ナシ世人猶ホ未タ体育ノ至大至要ナルヲ信スル薄キ
ト，世間体育訓導所ノ設ケ無クシテ，之レヲ為スニ
便利ナラザルトニ因ニナリ。而シテ又体育ナル者，
其ノ初メハ筋力ヲ勞シ，氣息喘キ目眩シ，一時頗ル
困難ヲ覺エ，且ツ其ノ事タル兒戯ニ類シテ，輙モス
レハ之レヲ忌悪スル者，又少シト爲サズ。然レドモ
之レヲ耐忍スル僅ニ二三旬ニ及レバ，氣平カニシテ
神恰ビ，快然トシテ百事ニ任フルアラムトス。
体育ノ重キハ旣ニ此クノ如シ。即チ余カ輩以爲ヒ
ラク，体育ヲ盛ニシテ國民ノ強壯ヲ謀ルハ，蓋シ國
家富強ヲ圖ル大本ナリト。故ニ今ヤ体育訓導所ヲ市

中に設ケ，以テ人々容易ニ運動養成ノ需ニ應セムト
ス。而シテ余レハ以爲ヒラク國民ノ体育ハ，當時ノ
兵事敎育ニ益アル者ヲ以テ最モ可ナリト爲スト。故
ニ運動ノ具多シト雖モ器械体操ヨリ善キ者ナシ。因
リテ本會ハ専ラ器械体操，並ニ兵式体操，劍術ノ二
科トス。冀ハクハ同感諸君，之レヲ賛襄シ来リテ，
之レヲ鍛錬セラレ，一ハ以テ自己ノ將來ヲ謀リ，一
ハ以テ國家富強ノ本ヲ建成セラレンコトヲ。

このように日高は，「健康でありたいと思うなら運動
するのが最も良い」と説きながら，運動して健康を獲
得することは自分自身の将来の学究生活や労働生活の
ためであり，それが同時に富国強兵に繋がるのだと訴
えている。従って，体育とは個人においても，そして
また国家においても重要な関心事とならねばならない
とも考えていたと言えよう。このことは，個人の健康
問題（つまり個人衛生の問題）として看過するのでは
なく，国家が国家衛生（今日の公衆衛生）の立場から
国の政策として，その問題に取り組むべきだとの基本
的な考えを日高自身が抱いていたことを示している。
国が無理なら，私的（民間）団体がこの国家的一大事
業に着手せねばならないという立場である。
言うまでもなく，近代国家は国民国家と産業（工業）
国家の二つの側面を有する。前者の国民国家とは国民
が主役となる国家のことであるが，国防の主役もまた
国民に求められる。従って国家の急務にいつでも応え
得ることを目的にして，国民なら誰もが国家のために
自身の身体を強健・強壮にしておく義務を認識してお
かねばならないということになる。また，後者の近代
国家の側面，即ち産業国家を進展させるためには，近
代的産業労働に従事しうるよう身体を強健・強壮にし
ておかねばならないと言うのである。国家はこうして
国民の身体を強健・強壮にするための政策を掲げ，こ
れを推進していく必要がある。いわゆる「身体の国民
化」政策の推進である。国家は軍隊や学校の中で広く
国家衛生の観点から体育政策を推進してきたが，日高
は学校外で国民のために体育を奨励・促進しようとし
た。近代国民国家建設のために，民間にあって国民体
育を奨励・促進しようと試み，「日本体育会」を設立
し，その拠点にしようとしたのである。

2）国民体育の推進組織としての「日本体育会」
日本体育会設立の趣旨からヨーロッパ近代の体育理
論を読み解くことはできる。しかし，日本体育会がヨー
ロッパないしアメリカにおけるどのような体育推進組
織をモデルにしたのかについてまでは読み取ることが
できない。しかしそれでも，ドイツの体育組織が日高の
「体育会」構想にあたってひとつのモデルになったので
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はないかと推察される。なぜなら，日本体育会設立の
事情について最も詳細に研究を展開している木下秀明
は，日高が体育会の設置にあたって参考にした海外の
体育組織について次のように証しているためである 32)。

彼（日高，引用者注）が体育に注目した最大の理
由としては，軍事教育の前提である体格・体力問題
や，軍事教育の第一段階として重視されていた体操
に対する彼の関心が指摘できよう。すなわち，彼は
軍曹時代に「隅々」読んだ「普仏戦争におけるヤー
ンの軍事体育説と瑞典におけるリングの衛生的体育
説」から大いに得るところがあり，「この両者の説を
折衷して国民体育たらしむるを適切」と考えるに
至っている。

上記の引用は日高が軍曹時代にすでにドイツ語に長
けていたこと，退役後に再びドイツ語を学んでいるこ
とを間接的に教えてくれるもので，彼がヤーンの体育
術を淵源とするドイツの体育組織（=Turnverein）に強
い関心を抱いていたことを雄弁に語るものでもある。
なぜなら，ヤーンが命名したといわれる“Turnen”
は中世の“Turnier”を語源とし，「馬上槍試合」を原
意とするので 33)，軍事予備教育として奨励された
“Turnen”（体育）は日高の「体育会」設立の意図と合
致するからである。ヤーンに発する“Turn”+“Verein”
は「体育」＋「会」と邦訳することが可能であることか
らすれば，日高がヤーンの組織から影響を受けたと解
することができよう。このことについて，日高の体育
理論に影響を与えたと推される大谷清の論考は注目に
値する。なぜなら，その中にプロイセンの「躰育會」
に関する記述が確認されるからである。大谷は明治 24
（1891）年 1月発行の『有文会誌』にて「躰育要旨」と
題し，次のように紹介している 34)。

而シテ身躰発育ノ目的ヲ以テ，全身ヲ操練スルノ
躰操ハ，瑞西人ニ始マリ，漸次各國ニ傅播シ，各國
モ亦タ多少ノ改良ヲ加ヘ，特ニ普魯西ニ在リテハ
一千八百五十三年全國教育ノ一科ニ列シ，加之躰操
會ヲ開キ公衆ノ參會ヲ請ヒ，盛ニ之レヲ奬勵シ，且
ﾂ人民亦ﾀ之レニ應シタルヲ以テ，益々其ノ聲價ヲ增
シ，到ル處圑ヲ為シ躰操ヲ實施スルニ至レリ。是ヨ
リ普魯西ノ國勢恰モ日ノ昇ルカ如ク，墺太利，佛蘭
西，嗹馬等ノ諸國共ニ側目スルニ至リシハ，蓋シ體
育ノ功與リテ力アリト云フ。

以上の引用はドイツ（プロイセン）以外の国の体育
に関する記述に比べ，プロイセンの「躰操會」，すなわ
ち“Turnverein”に関してより詳しく紹介されている

ことを示している。従って，日高が「体育会」を構想
するにあたって，ドイツの体育組織を参考にしたであ
ろうことは推察できるわけであるが，資料的にこれを
断ずるだけの価値は残念ながら控えねばなるまい。し
かし民間にあって，「学校体育」以外に国民のために体
育を提供する機会や場を構想するには，ドイツの例に
倣うのが適切であると日高が考えたと解することは可
能ではなかろうか。彼が国民体育の推進組織として具
体的にどのような形態が適当と考えたのか，以下に日
高が立ち上げた「体育会」の運営方法及び運営組織か
ら若干の検討を加えておきたい。
①運営方法
明治 26（1893）年 11月現在，「体育会」の事務所は
東京市牛込区薬王寺前 53番地に置かれ，翌 27（1894）
年 7月に同区柳町 25番地に移転した。本会が誕生した
のが明治 24（1991）年 8月 11日であることから，当
初は創設者日高の自宅に事務所が構えられていたとみ
なければなるまい。最初の事務所所在地が不明な上，
創立当初の組織の在り方も明確ではない。よって，本
会は走りながら組織固めがなされたと推されよう。
その最初の組織固めは，明治 25（1892）年 4月 18
日に図らている。その日に 8名の評議員が委嘱され，
評議員会において重要案件が諮られ，議決・施行の運
びとなっているからである 35)。このように組織として
の体裁を整えることによって，明治 25（1892）年 6月
13日付にて「体育会」の名称を「日本体育会」に改め，
東京府に願い出て団体としての認可を受けることがで
きたと言えよう。そして同年 12月に，次に掲げる「日
本体育会職制」が制定され 36)，本会を運営するための
強固な組織が築き上げられていったのである。
この職制が制定された時点で，本会の組織は全国的
に展開する予定であったことがわかる。表 1の末尾に
「追テ地方ニ本会支部ヲ設クル時ハ更ニ其職制ヲ定ム」
と記されているからである。早くも翌明治 26年 7月
29日には「支部会職制」が制定され，その内容は表 2
に掲げた通りである 37)。
このように日高は，中央の日本体育会を中心に地方
に府県支会を結成することを決定し，事業の拡大を
図っていった。そして本会を「会員制クラブ」組織と
し，会費の徴収によって運営資金を確保していこうと
したのである。そのため，明治 25（1892）年 4月 18
日付にて以下に掲げる「体育会評議員会並ニ賛助会員
ノ規約」38)を定め，会費及び会費徴収のための基準を
設定した。
このように日本体育会は「会員制クラブ」組織とし
てスタートした。しかし会費の納入という習慣は明治
期の市民には馴染まなかったとみえ，その徴収は儘な
らなかったようである。会費を入会金として徴収した
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表 1 日本体育会の職制

表 2 地方支部会の職制

表 3　体育会評議員会並びに賛助会員規約
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ため，年会費のように毎年恒常的に会員から会費を徴
収することはできなかった。そのため，新規会員獲得
のための手段として会員に特典を与えるという優遇対
策が採られることとなった。家族ぐるみでの会員や隣
近所をまとめての会員が確保されたのである。この一
方で，本会の社会的地位の向上にも余念がなかった。
多くの皇族を推戴名誉賛助会員に迎え，それが結実し，
明治 25（1892）年末には「内閣総理大臣以下各大臣会
員ニ加入シ現在ノ会員数凡八百余名ノ多キニ達」し，
翌 26（1893）年 4月には 1,000名の大台を突破，同 28
（1895）年 1月には合計 2,003名にも会員数が及んでい
る 39)。さらに，東京府内をはじめ入会者の範囲が全国
に及び，北海道・京都・大阪・兵庫・埼玉・千葉・愛
知・静岡・山梨・岐阜・宮城・岩手・青森・神奈川・
山形・秋田・福井・石川・広島・和歌山・大分・熊本・
茨城・対馬・栃木・群馬・鹿児島から会員として名簿
に名を連ねている。
民間の体育組織として運営資金を確保するには会費
徴収は必須事項であるが，この組織論は先に引用した
プロイセンの「躰育會」にみる組織論と類似している。
「組織論」（組織の在り方）という側面においても日本
体育会はドイツの体育論をひとつのモデルとして創立
されたのではないかとみなすことができそうである。

5.　ドイツの Turnvereinと日本体育会の
比較検討―結びにかえて―

日本体育会の設立にあたって，日高はドイツ体育と
スウエーデン体育をモデルにしたのではないかという
ことが彼の論稿（体育論）から推察されるが，明治 24
（1991）年以前にスウエーデン体育が日本に移入された
事実はみられないことから，日高による日本体育会の
モデルはむしろドイツの体育に求めることができよ
う。ここでいうドイツ体育とはヤーンによるドイツの
国民体育のことを指すわけだが，これに対して明治 24
（1891）年以前にアメリカのアマースト大学で学んだ
リーランドが明治 11（1878）年に体操伝習所に伝えた
体操の系譜からスエーデンの体育に影響を受けている
のではないのかという視点を持ち出すことができる。
しかし，リーランドが伝えた体操はダイオ・ルイスに
よって提唱された体操（カルセニックス）であること
から，直接的にスエーデンの体育を日高が日本体育会
の設立にあたってそのモデルにしたとみなすことは断
言できまい。
本稿は日本体育会の創設者日高がヤーンのドイツ体
育に着目していたことから，日本体育会を設置せんと
したヒントをドイツの Turnverein（体育クラブ）から
得たという立場をとるものである。そこで，ドイツの
Turnvereinとはどのような組織であったのか，まずは

その梗概を示しておきたい。
ここで言うツルンフェラインとはヤーン（Jahn F. L.）
が 1810年にグラウエ・クロスター（Graue Kloster）の
学校（男子）とペスタロッチ青少年学校（Plamann’s
Pestalozzian School for Boys独語表記）において教鞭
をとっていた際に少年たちに活発な砂運動を勧め，そ
の際に懸垂棒や跳躍用スタンドなどからなる運動場を
考案したが，翌 1811年 6月にベルリンの郊外のハーゼ
ンハイデで最初の運動場を開設している。この空間は
塀を巡らした長方形で，更衣のための小屋と器械器具
が備えられていたと言う。塀の外も運動のための空間
として利用されたが，それらの施設の維持管理のため
に少年たちは少額の会費を納入している。この諸施設
器具は生徒のために用意されたものであるが，休祭日
には一般にも開放されていた。この時の経験を活か
し，1816年に協力者のアイゼレン（Eiselen）とともに
著わしたのが有名な「ドイツ体育術」（Die deutshe
Turnkunst）であった。本書が体育愛好家らのバイブ
ルとなり，ドイツ全土で結成された「会員制クラブ」
（Turnverein）の会員の練習及び施設・プログラムの構
成と管理に関するガイドラインとなっていった。こう
して当該社会に根付いた“Turnverein”は「スポーツク
ラブ」（Sportverein）へと発展し，今日に至っている 40)。
1860年にドイツの体育家たちにより，第 1回ドイツ青
少年体育祭が開催され，全国レベルでの統合に成功し
ている。このことを契機に 1868年にはドイツ体育連盟
（Deutshe Turnershaft ）が結成され，ドイツだけでなく
オーストリアの体育クラブ（Turnverein）の統合団体
として，会則に則って運営されていったのである 41)。
以上がドイツにおける体育クラブとドイツ体育連盟
との関係であるが，ドイツの場合，地方及び都市で結成
されていた「体育クラブ」はこれを統合する全国的組織
の傘下に置かれるという道筋を辿ったことが解る。これ
に対して，日本体育会はまず中枢となる本部（全国的組
織）を設置し，その傘下に支部（各道府県会）を置くと
いう順序で創り上げられていく。しかし，会費制による
運営を目指し，国民統合の装置として機能することが
目指されていたという側面ではドイツも日本も軌を一
にしている。よって，西洋的な身体運動の基本形式とそ
れを実施するための環境整備を推し進めようとした日
本体育会の設立に，創設者日高藤吉郎が参考（モデル）
にしたものは，おそらくドイツの体育論，とりわけヤー
ンに発する Turnvereinと Deutsche Turnerschaft では
なかったであろうかと推察するものである。
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